
 

「法科大学院公的支援見直し強化・加算プログラム」について 

 

１．プログラムの趣旨 

○  「法科大学院公的支援見直し強化・加算プログラム」は、法科大学院教育全体の質の向上を目指す 

ため、平成 26 年度に導入し、以後も不断の見直しを行いつつ、法科大学院間のメリハリある予算配 

分を実施。 

〇 各法科大学院において、それぞれの実情に応じ５年間（令和元年度～令和５年度）の機能強化構 

想とそれを実現するための具体的な取組を検証可能な数値目標とともに設定し、教育の改善・充実に 

努めているところ。 

 

２．令和３年度以降の取扱いについて 

〇 令和２年６月、中央教育審議会大学分科会法科大学院等特別委員会の議論も踏まえつつ、文部科学

省において、「法科大学院等の教育に関する定量的な数値目標（ＫＰＩ）」（※）を取りまとめたとこ

ろ。今後は、各法科大学院において、自大学の数値目標の設定に際し、当該ＫＰＩを参照されること

が期待されている。 

また、現在、中央教育審議会大学分科会法科大学院等特別委員会において、「法学未修者教育の充

実について」議論いただいているところでもあることから、未修者教育の充実の観点から、優れた成

果を上げている法科大学院を評価することで、法科大学院教育全体の質の更なる向上・底上げを図る

ことも求められるところ。 

〇 ついては、「法学未修者の司法試験の合格率」と「修了直後の司法試験の合格率」において、「基礎 

額算定」の指標に新たな加点項目を導入することとした。 

〇 なお、司法試験合格率における「全国平均以上」など、段階的な指標は引き続き適用し、きめ細や

かな評価を実施。 

 
（※）法科大学院等の教育に関する定量的な数値目標（ＫＰＩ） 

○ 法科大学院等全体としての司法試験合格率目標 

（１）累積合格率 

ａ. 全体 

・令和 ６年度（２０２４年度） ７０％以上 

・令和１１年度（２０２９年度） ７５％以上 

ｂ．未修者 

・令和 ６年度（２０２４年度） ５０％以上   

・令和１１年度（２０２９年度） ５５％以上 

（２）修了後１年目までの司法試験合格率（在学中合格含む） 

・令和 ６年度（２０２４年度） ５０％以上 

・令和１１年度（２０２９年度） ５５％以上 

（３）法曹コース修了者のうち、学部３年で進学した者の修了後１年目までの合格率（在学中合格含む） 

・令和 ６年度（２０２４年度） ６５％以上 

・令和１１年度（２０２９年度） ７０％以上 

○ 法科大学院入学者数目標 

・令和 ６年度（２０２４年度） ２，０００人以上 

・令和１１年度（２０２９年度） ２，２００人以上 

 

資料４ 
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指標 点数 

① 司法試験の合格率 

直近 5 年間の修了者に係る累積合格率※１が全国平均以上 

（直近 5 年間の修了者に係る累積合格率が 70％以上 +４点） 

（直近 5 年間の修了者に係る累積合格率が 60％以上 +２点） 

直近 5 年間の修了者に係る累積合格率が全国平均未満の場合 

・下記以外 

・直近 5 年間の修了者に係る累積合格率が全国平均半分未満の場合 

４点 

 

 

 

２点 

0 点 

② 
法学未修者の 

司法試験の合格率 

直近 5 年間の法学未修者コース修了者に係る累積合格率が全国平均以上 

（直近 5 年間の法学未修者コース修了者に係る累積合格率が 50％以上 +２点） 

直近 5 年間の法学未修者コース修了者に係る累積合格率が全国平均未満の場合 

・下記以外 

・全国平均の半分未満 

４点 

 

 

２点 

0 点 

③ 
修了直後の 

司法試験の合格率 

法科大学院修了後 1 年目の司法試験合格率（既修・未修合計）について 

「合格率が全国平均以上」が直近 3 年間のうち 2 回以上 

（「合格率が 50％以上」が直近 3 年間のうち 2 回以上 +２点） 

「合格率が全国平均以上」が直近 3 年間のうち 2 回未満の場合 

・下記以外 

・「合格率が全国平均の半分未満」が 3 年連続 

 

４点 

 

 

２点 

0 点 

④ 
入学者選抜に 

おける競争倍率 

2.0 倍以上 

1.75 倍以上かつ 2.0 倍未満 

1.5 倍以上かつ 1.75 倍未満 

1.5 倍未満 

4 点 

2 点 

1 点 

0 点 

⑤ 入学者数 
下記以外 

3 年連続して入学者数が 10 名未満である場合 

2 点 

0 点 

⑥ 夜間開講 
別に示す条件を全て満たした上で実施※2 

上記以外 

2 点 

0 点 

⑦※3 

地域配置※4 同一都道府県内に 2 校以下 

同一都道府県内に 3 校以上 

2 点 

0 点 

夜間開講※5 
実施 

実施せず 

2 点 

0 点 

 

 

 

 

 

 

 

 

又は 

 基礎額算定率設定の指標の追加 

※1 各法科大学院の修了者のうち、法科大学院修了資格をもって司法試験を受験者した者の実数に対する司法試験の合格者数の割合。 

※2 別に示す条件は以下のとおりとする。 

  ・直近の社会人入学者数が10 名以上かつ割合が全国平均以上であること。 

  ・夜間開講実施科目を録画し、自習用教材として学生の利用に供すること。 

  ・自習室を近隣の公共交通機関運行終了の直前まで開室すること。（コロナ禍を踏まえ、当該条件は当面の間適用しないこととする。） 

  ・直近の司法試験合格率が全国平均の半分以上であること。 

※3 ①～⑥の指標によって分類を行った際、第3 類型に該当する場合に適用。 

※4 本施策の適用年度に学生募集を行う法科大学院数をカウントする。 

※5 本施策の適用年度の開講予定に基づくものとする。 

別紙 
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【現行と変更後の指標の類型】 

類型 現行 変更後 

第１ 18～24 点 21～28 点 

第２A 14～17 点 16～20 点 

第２B ９～13 点 10～15 点 

第２C 5～８点 ６～９点 

第３ ０～４点 ０～５点 
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「法科大学院公的支援見直し強化・加算プログラム」における 

加算の評価方法等について 

 

令 和 ２ 年 ９ 月 １ ６ 日 
法 科 大 学 院 公 的 支 援 見 直 し 
強化・加算プログラム審査委員会 

 

○令和元年度（2019年度）「法科大学院公的支援見直し強化・加算プログラム」より、以下の通り

加算方法の見直しを行ったところ。 

・各法科大学院（以下「ＬＳ」という。）の理念や目指すべき方向性に基づき、今後５年間の機能

強化構想及びそれを実現するための具体的な取組（以下「機能強化構想等」という。）を、客観

的に検証可能な目標（以下「ＫＰＩ」という。）とともにパッケージとして評価。 

・パッケージ全体の評価結果を得点化し、得点率に応じて配分率を決定。 

 

○各年度の評価の観点について 

令和元年度 

（2019年度）【済】 

令和２年度 

（2020年度）【済】 

令和３年度 

（2021年度） 

・改革構想の評価 

・ＫＰＩの設定状況 

・継続する取組の進捗状況

評価 

 

～平成30（2018）年９月ま

での取組を評価 

(1)機能強化構想等の改善

状況 

(2)ＫＰＩの実質化・改善

状況 

(3)具体的取組やＫＰＩの

進捗状況 

 

平成 30(2018)年 10 月～令

和元（2019）年９月までの

取組を評価 

・具体的取組やＫＰＩの進

捗状況を中心に評価 

 

令和元（2019）年10月～ 

令和２（2020）年９月まで

の取組を評価 

・令和３年度は、各ＬＳが策定した令和元年度～令和５年度の機能強化構想を実現するための 

具体的な取組やＫＰＩの進捗状況を中心に評価を行う。 

 

 〇評価期間について 

・令和３年度評価においては、以下の期間における機能強化構想実現のための各取組やＫＰＩの 

進捗状況及び実績について、評価を行う。 

【対象となる評価期間】 

令和元（2019）年10月～令和２（2020）年９月 

 

 

 

 

 

参考 
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〇評価方法について 

※ 参考資料「法科大学院公的支援見直し強化・加算プログラム評点イメージ」参照 

 今回の評価対象期間においては、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえて、司法試験の実施

時期が延期されたほか、各大学において学内施設の利用が制限され、対面授業の実施が困難となっ

たこと等により、全てのＬＳにおいて、計画に沿った取組の実施やＫＰＩの実績値の算出が困難と

なっている部分がある。このため、以下のとおり、ＫＰＩの実績値の算出可否に応じた実績評価を

行うこととする。 

 なお、評価に当たっては、ＫＰＩ実績値の算出が可能な取組も含め、新型コロナウイルスの影響

により、各ＬＳにおいて、通常とは異なるスケジュール及び手法による教育研究活動が行われて 

いることに十分に配慮しつつ、柔軟な評価を行うこととする。 

 

（１）実績評価（実績値が算出可能な取組について） 

「今後５年間の機能強化構想」の実現に向けて、令和元年10月～令和２年９月における各取組や 

ＫＰＩの進捗状況及び実績が計画どおりとなっているかをＳ・Ａ・Ｂ・Ｃの４段階で評価。 

Ｓ（５点）： 

Ａ（３点）： 

Ｂ（１点）： 

 

Ｃ（０点）： 

・計画を上回って進捗している。 

・計画通り順調に進捗している。 

・必ずしも順調に進捗しているとは言えないが、今後の取組状況に

より目標は十分達成可能。 

・順調に進捗しているとは言えず、更なる工夫が必要。 

 

（２）実績評価（実績値が算出困難な取組について※） 

※ 令和２年の司法試験合格率に関するもののほか、後述の海外渡航又は海外からの受入れに 

関するもの、国内の他大学との連携に係る取組や企業へのエクスターンシップに関するもの 

など。 

 

審査委員会においては、各ＬＳの自己評価、計画の取組区分ごとの各ＬＳの取組状況、自己分析、

特筆すべき事項を総合的に勘案し、計画の進捗状況をＳ・Ａ・Ｂ・Ｃの４段階で評価。 

Ｓ（５点）： 

 

Ａ（３点）： 

 

Ｂ（１点）： 

 

Ｃ（０点）： 

・計画を上回って十分な取組を実施できている、もしくは計画の達成の

ため期待された以上の工夫した取組ができている。 

・計画に沿って取組を実施できている、もしくは計画の達成のため工夫

した取組ができている。 

・計画に沿って取組の一部を実施できている、もしくは計画の達成の 

ため工夫した取組が一部できている。 

・計画に沿って取組が実施できていない、もしくは計画の達成のための

工夫した取組ができていない。 
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（３）加算率算定の評点の算出方法について 

 （１）（２）の取組ごとの実績評価に重要度を乗じて合計したものを「実績評価点」（最高５点）と

する。加算率算定の評点は、「実績評価点」とし、その評点に応じ以下の区分でＳ＋～Ｃまでの６段階

で総合評価をする。 

加算率算定の評点 総合評価 

4.5点以上 Ｓ+ 

3.5点以上4.5点未満 Ｓ 

3.0点以上3.5点未満 Ａ+ 

2.0点以上3.0点未満 Ａ 

1.0点以上2.0点未満 Ｂ 

0点以上1.0点未満 Ｃ 

  ※加算率については、総合評価の結果に基づき、予算編成過程において決定する。 

○特別加算枠について 

  昨年度と同様、全ＬＳが参加して令和元年度から本格実施された共通到達度確認試験の試験結果を

進級判定の資料の一つとして活用し、未修者教育の改善・充実と質の保証を促進するＬＳの取組を 

支援する。 

 ※加算方法及び加算額については、予算編成過程において決定する。 

〇海外渡航又は海外からの受入れに関するもの、国内の他ＬＳとの連携に関する取組や企業へのエク

スターンシップに係るものなど、次年度以降もコロナ禍の影響が及ぶ懸念のあるＫＰＩについて

は、本年度は上記（２）の実績評価を実施するが、次年度に向けて必要に応じＫＰＩの変更を認め

る。 

※ 変更に係る十分な検討期間を取ることがスケジュール上困難であるため、次年度評価からの 

変更とする。 

変更を行う場合については、令和３年３月末までにＫＰＩを設定し、次年度は令和２年 10 月

～令和３年９月までの取組を評価する。 

ＫＰＩの変更方法の詳細については、別途連絡する。 

 

〇ヒアリングについて 

・５年間の機能強化構想の計画初年度（令和元年度予算分）は、全てのＬＳに対して網羅的に 

ヒアリングを実施。 

 

・２年目（昨年度）は、ＬＳを開設していない大学が設置する法曹コースと法曹養成連携協定を

締結しようとしている（大幅な計画変更がある）ＬＳなど、ヒアリングが必要と考えられる 

１１校のみに対して実施。 

 

→ 昨年度の審査以降、大幅な計画変更を予定しているＬＳがなく、各ＬＳ・審査側の負担にも 

考慮し、ヒアリングは実施しないこととする。  
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